
広島労働局 最終更新日：令和６年11月30日
企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要 参考事項

（株）金本商会　広島事業所
広島県広島市安
佐北区

R6.3.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の81

運転中のベルトコンベヤーに労働者を
乗せたもの

R6.3.15送検

（有）朝日住設 広島県福山市 R6.3.26
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

約３カ月の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報
告を提出しなかったもの

R6.3.26送検

便利屋Ｍ・Ｒ・Ｈ
広島県広島市佐
伯区

R6.3.29 労働基準法第24条
労働者２名に、約３か月分の定期賃金
約124万円を支払わなかったもの

R6.3.29送検

（有）ワールドクリエイトグ
ループ

広島県広島市安
佐南区

R6.3.29
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

移動式クレーンを用いて作業を行う
際、あらかじめ作業計画を定めていな
かったもの

R6.3.29送検

（合）福新テック 広島県福山市 R6.9.11
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

休業４日以上の労働災害が発生したの
に、遅滞なく労働者死傷病報告を提出
しなかったもの

R6.9.11送検

保手濱建設（株） 広島県竹原市 R6.9.25
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条

チェーンソーを用いて行う立木の伐木
等の業務に労働者をつかせるときに特
別教育を行っていなかったもの

R6.9.25送検

（株）Ａｐｅｒｒａ
広島県広島市南
区

R6.10.15
最低賃金法第４条
労働基準法第24条

労働者５名に、２か月分の定期賃金約
252万円を支払わなかったもの

R6.10.15送検

合同会社ｎｅｘｔ　Ｏｎｅ
広島県広島市安
佐北区

R6.11.1 最低賃金法第４条
労働者２名に、３か月分の定期賃金約
29万円を支払わなかったもの

R6.11.1送検

（株）オービス　　広島工場 広島県東広島市 R6.11.11
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条

金属を裁断する作業を行わせるに当た
り、労働者に有効な呼吸用保護具を使
用させなかったもの

R6.11.11送検

　　　　　　　　　　　　　　　労働基準関係法令違反に係る公表事案                  　　　　　    


